
平成１９年（２００７年）１１月

２

　

平
成　

年
度
八
潮
市
一
般
会
計
歳

１８

入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
反
対

の
立
場
で
討
論
し
ま
す
。

　

歳
入
で
は
、
平
成　

年
度
は
前
年

１８

度
決
算
額
に
比
べ
市
税
が
３
・
６
％

増
の
大
幅
な
の
び
と
開
発
公
社
に
か

か
る
土
地
の
買
戻
し
に
伴
う
諸
収
入

の
増
に
よ
っ
て
歳
入
総
額
は
対
前
年

度
比　

・
７
％
の
増
で
す
。市
民
の
暮

１０

ら
し
が
最
も
反
映
さ
れ
る
個
人
市
民

税
の
状
況
は
、
平
成　

年
度
決
算
収

１８

入
済
額
は
前
年
度
決
算
額
よ
り
２
億

９
１
９
１
万
６
２
２
９
円
増
額
で

す
。
こ
れ
は
予
算
で
も
見
込
ん
だ
税

制
改
正
に
よ
る
も
の
で
市
民
所
得
が

増
え
た
か
ら
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
す
。市
民
生
活
の
状
況
は「
滞
納
者

所
得
階
層
別
集
計
表
」を
見
る
と
所
得

の
低
い
人
に
は
暮
ら
し
が
厳
し
く
貧

困
と
社
会
的
格
差
の
新
た
な
広
が
り

が
伺
え
ま
す
。担
当
課
で
も
述
べ
て
い

る
よ
う
に
今
後
一
層
丁
寧
な
納
税
相

談
を
行
う
こ
と
と
ま
す
ま
す
暮
ら
し

応
援
の
市
政
運
営
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

こ
の
状
況
で
税
制
改
革
に
伴
う
人
的

控
除
の
縮
小
は
、
民
生
費
で
は
大
き

な
課
題
で
し
た
が
介
護
保
険
や
国
保

で
は
法
的
対
応
の
み
で
市
独
自
サ
ー

ビ
ス
に
お
い
て
も
新
た
な
対
応
策
を

講
じ
て
い
ま
せ
ん
。
教
育
費
で
は
小

中
学
校
の
耐
震
化
年
度
計
画
は
Ｉ
ｓ

値
の
低
い
校
舎
が
多
く
計
画
を
さ
ら

に
早
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
よ
っ

て
平
成　

年
度
八
潮
市
一
般
会
計
歳

１８

入
歳
出
決
算
の
認
定
に
反
対
し
ま
す
。

　

歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
賛
成

の
立
場
か
ら
討
論
い
た
し
ま
す
。

　

経
済
情
勢
を
見
ま
す
と
、
設
備
投

資
や
個
人
消
費
な
ど
は
緩
や
か
に
増

加
し
、
景
気
は
回
復
基
調
の
状
況
に

あ
り
ま
す
。
一
方
、
地
方
財
政
は
国

の
三
位
一
体
改
革
の
推
進
に
よ
り
国

庫
補
助
金
の
削
減
や
税
源
移
譲
な
ど

歳
入
を
取
り
巻
く
環
境
は
よ
り
一
層

厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

歳
入
関
係
で
は
、
市
税
の
確
保
が

厳
し
い
環
境
の
中
、
収
納
率
は
３
年

連
続
の
向
上
で
、
徴
収
体
制
の
整
備

が
図
ら
れ
た
結
果
に
よ
る
も
の
と
高

く
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

歳
出
関
係
で
は
、
予
算
現
額
に
対

す
る
執
行
率
は　

・
５
％
と
な
っ
て

９７

お
り
、
効
率
よ
く
執
行
し
た
結
果
、

経
費
削
減
が
図
ら
れ
た
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

主
要
な
事
業
で
は
、
つ
く
ば
エ
ク

ス
プ
レ
ス
八
潮
駅
が
開
業
し
、
駅
周

辺
の
都
市
構
造
が
転
換
し
て
い
く
中
、

「
景
観
ま
ち
づ
く
り
基
本
計
画
」「
景

観
計
画
」
の
策
定
や
都
市
計
画
法
に

基
づ
く
「
高
度
地
区
の
指
定
」
な
ど

は
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
期
待
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
平
成　

年
度

１８

に
予
算
計
上
さ
れ
ま
し
た
各
事
業
等

が
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
効
率
的
に

予
算
執
行
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
評
価

す
る
も
の
で
あ
り
、
平
成　

年
度
八

１８

潮
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て
賛
成
し
ま
す
。

平
成　

年
度
八
潮
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

１８

の
認
定
に
つ
い
て
、
討
論
の
概
要
を
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

討　論

反
対
討
論（
共
産
党
）

賛
成
討
論（
自
民
ク
ラ
ブ
）

医
師
･
医
療
従
事
者
不

足
対
策
に
関
す
る
意
見
書

　

医
療
技
術
が
最
高
水
準
に
近
い
今

日
の
日
本
に
お
い
て
、「
最
善
の
医

療
」
を
受
け
る
の
が
難
し
い
ば
か
り

か
、
生
命
す
ら
脅
か
さ
れ
る
よ
う
な

危
険
が
日
常
的
に
生
じ
、
地
域
に
お

け
る
医
師
不
足
・
医
療
従
事
者
不
足

は
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
改
正
医
療
保
険

法
に
よ
り
、
財
政
的
観
点
か
ら
の
み

医
療
費
を
削
る
こ
と
に
重
点
が
置
か

れ
、
国
民
の
望
む
医
療
提
供
体
制
と

現
実
の
医
療
に
お
け
る
人
員
配
置
と

の
間
に
は
大
き
な
乖
離
が
あ
り
、
小

児
科
医
や
産
科
医
が
地
域
か
ら
消
え

て
い
く
と
い
う
現
象
が
全
国
各
地
で

生
じ
て
い
ま
す
。

　

日
本
の
医
療
を
す
べ
て
の
国
民
が

効
率
的
に
平
等
に
分
け
合
え
る
よ
う

な
制
度
に
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら

わ
が
国
が
迎
え
る
超
高
齢
社
会
に
お

い
て
、
国
民
が
安
心
に
安
定
し
て
暮

ら
し
を
営
む
た
め
に
欠
か
せ
な
い
も

の
で
す
。
欧
米
先
進
国
に
比
べ
日
本

の
医
療
従
事
者
は
不
足
し
て
お
り
、

医
療
従
事
者
全
体
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

も
急
務
で
す
。
実
効
性
あ
る
医
師
不

足
対
策
、
医
療
従
事
者
不
足
対
策
を

実
施
し
て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　

よ
っ
て
本
議
会
は
、
医
療
提
供
体

制
の
充
実
及
び
医
師
不
足
解
消
の
た

め
に
、
次
の
事
項
を
含
む
施
策
の
早

急
な
実
施
を
行
う
よ
う
強
く
要
望
し

ま
す
。

記

１.

医
師
・
医
療
従
事
者
不
足
の
状

況
に
つ
い
て
全
国
的
な
調
査
を
早
急

に
行
い
、
不
足
が
あ
れ
ば
医
学
部
定

員
の
抜
本
的
な
増
員
を
行
う

２.

医
師
数
が
診
療
科
に
よ
っ
て
バ

ラ
ツ
キ
が
あ
る
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
、

国
が
医
学
会
と
連
携
し
て
小
児
科
医

・
産
婦
人
科
医
・
麻
酔
科
医
･
化
学

療
法
専
門
医
･
放
射
線
治
療
専
門
医

等
の
当
面
の
増
員
目
標
を
明
示
す
る

こ
と

３.

小
児
医
療
及
び
産
科
医
療
の
地

域
格
差
を
改
善
す
る
た
め
、
地
域
に

お
け
る
開
業
医
と
病
院
と
の
連
携
強

化
な
ど
小
児
救
急
医
療
及
び
産
科
医

療
連
携
体
制
の
整
備
を
強
力
に
支
援

し
、
小
児
科
及
び
産
婦
人
科
勤
務
医

の
過
重
労
働
を
改
善
し
、
中
長
期
的

に
小
児
科
医
及
び
産
婦
人
科
医
の
増

加
を
図
る
こ
と

４.

大
学
の
歯
学
部
や
薬
学
部
、
さ

ら
に
看
護
大
学
か
ら
医
学
部
へ
の
転

入
・
編
入
、
医
学
部
へ
の
学
士
編
入

学
な
ど
、
地
方
自
治
体
に
よ
る
医
師

確
保
策
を
支
援
す
る
こ
と

５.

医
師
・
医
療
従
事
者
の
資
質
向

上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
の
拡
充
、

労
働
条
件
の
改
善
を
図
り
、
ま
た
、

一
時
休
業
中
（
休
職
も
含
む
）、
離
職

し
た
医
師
や
医
療
従
事
者
の
復
帰
の

た
め
の
研
修
制
度
な
ど
の
整
備
を
促

進
す
る
こ
と
、
特
に
、
増
加
す
る
女

性
医
師
及
び
女
性
看
護
師
が
結
婚
・

妊
娠
を
機
に
病
院
勤
務
を
辞
す
る
必

要
が
な
い
よ
う
仕
事
と
生
活
の
調
和

を
図
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
必
要
な

施
策
を
講
じ
る
こ
と

６.

公
立
病
院
の
な
い
地
域
で
は
民

間
病
院
が
そ
の
責
任
を
担
っ
て
い
ま

す
。
採
算
割
れ
や
医
師
不
足
等
に
よ

っ
て
、
特
定
の
診
療
科
が
休
止
・
廃

止
さ
れ
、
地
域
住
民
が
不
便
･
不
安

を
感
じ
る
事
が
な
い
よ
う
に
財
政
的

な
補
助
を
検
討
す
る
こ
と

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第　

条
の
規

９９

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

平
成　

年
９
月　

日

１９

２１
埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先　

衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議

長
・
内
閣
総
理
大
臣
・
総
務
大
臣
・

財
務
大
臣
・
文
部
科
学
大
臣
・
厚
生

労
働
大
臣

　
　中

小
企
業
の
事
業
承
継
円
滑
化
の
た

め
の
税
制
改
正
を
求
め
る
意
見
書

　

団
塊
の
世
代
が
引
退
時
期
に
差
し

掛
か
る
状
況
下
、
小
規
模
企
業
に
お

い
て
、
特
に
事
業
承
継
が
な
か
な
か

進
ん
で
い
な
い
。

　

２
０
０
７
年
版
中
小
企
業
白
書
に

よ
る
と
、
昨
年
２
０
０
６
年
の
企
業

全
体
の
社
長
交
代
率
は
３
・　

％
と

０８

過
去
最
低
を
記
録
し
た
。
従
業
員
規

模
別
で
は
、
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
社

長
交
代
率
が
低
下
す
る
傾
向
に
あ
り
、

小
規
模
企
業
に
お
け
る
事
業
承
継
の

難
し
さ
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
年
間
廃
業
者　

万
社
（
２

２９

０
０
１
〜
２
０
０
４
年
平
均
）
の
う

ち
少
な
く
と
も
４
分
の
１
の
企
業
は

後
継
者
の
不
在
が
理
由
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
に
伴
う
雇
用
の
喪
失
は
毎

年　

〜　

万
人
と
も
言
わ
れ
、
雇
用

２０

３５

情
勢
に
与
え
る
影
響
も
少
な
く
な
い
。

　

こ
う
し
た
、
中
小
企
業
の
廃
業
や

事
業
承
継
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
日
本

経
済
の
発
展
を
阻
害
す
る
大
き
な
要

因
と
な
っ
て
い
る
。
中
小
企
業
の
雇

用
や
高
度
な
技
術
を
守
り
、
事
業
承

継
を
円
滑
に
す
す
め
て
い
く
た
め
の

総
合
的
な
対
策
を
早
急
に
講
じ
る
必

要
が
あ
る
。

　

事
業
承
継
に
係
る
諸
課
題
に
つ
い

て
、
従
来
か
ら
多
様
な
問
題
提
起
や

議
論
が
行
わ
れ
、
実
際
に
様
々
な
制

度
改
正
も
行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
残
さ
れ
た
課

題
の
う
ち
、
と
り
わ
け
相
続
税
を
中

心
と
す
る
税
制
の
問
題
は
、
承
継
当

事
者
・
関
係
者
に
と
っ
て
最
大
関
心

事
の
一
つ
で
あ
る
。
平
成　

年
度
の

１９

税
制
改
正
大
綱
に
お
い
て
も
、
今
後

の
検
討
課
題
と
し
て
事
業
承
継
の
円

滑
化
を
支
援
す
る
た
め
の
枠
組
み
を

検
討
す
る
必
要
性
が
明
記
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
中
小
企
業
の

事
業
承
継
円
滑
化
の
た
め
に
税
制
改

正
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
、

国
に
対
し
強
く
要
望
す
る
。

記

１.

非
上
場
株
式
等
に
係
る
相
続
税

の
減
免
措
置
に
つ
い
て
、
抜
本
拡
充

を
図
る
こ
と

２.

非
上
場
株
式
の
相
続
税
法
上
の

評
価
制
度
に
つ
い
て
、
事
業
承
継
円

滑
化
の
観
点
か
ら
見
直
し
も
含
め
、

合
理
的
な
評
価
制
度
の
構
築
を
図
る

こ
と

３.

相
続
税
納
税
の
円
滑
化
を
図
る

た
め
に
、
事
業
承
継
円
滑
化
の
観
点

か
ら
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と

４.

税
制
面
の
み
な
ら
ず
、情
報
面
、

金
融
面
、
法
制
面
な
ど
、
事
業
承
継

の
円
滑
化
を
支
援
す
る
た
め
の
枠
組

み
を
検
討
し
、
総
合
的
な
対
策
を
講

じ
る
こ
と

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第　

条
の
規

９９

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　

平
成　

年
９
月　

日

１９

２１
埼
玉
県
八
潮
市
議
会

提
出
先　

衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議

長
・
内
閣
総
理
大
臣
・
財
務
大
臣
・

経
済
産
業
大
臣
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